
『
論
考
』

　
算
と
賦
と
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楠
　
山
　
修
　
作

　
　
　
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
漢
書
巻
一
上
高
帝
紀
四
年
秋
八
月
の
条
に

　
　
初
為
算
賦
。
（
如
淳
日
。
漢
儀
注
。
民
年
十
五
以
上
至
五
十
六
。

　
　
出
賦
銭
。
人
百
二
十
。
鳥
一
算
。
為
治
庫
兵
車
馬
。
）

と
あ
り
、
こ
の
「
算
賦
」
を
加
藤
繁
氏
以
来
男
女
成
人
に
課
せ
ら

れ
た
一
つ
の
税
目
と
解
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
「
漢
代
の
算
銭
に
つ
い
て
」
な
る
小
論

を
発
表
し
、
「
算
賦
」
な
る
一
税
目
は
存
在
せ
ず
、
こ
れ
は
「
算

（
算
銭
）
」
と
「
賦
（
賦
銭
）
」
と
の
両
税
目
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
男

性
の
み
に
課
さ
れ
女
性
は
課
徴
の
対
象
外
で
あ
っ
た
、
と
主
張
し

た
。
私
は
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
、
「
ロ
賦
」
を
「
口
（
口
銭
）
」

と
「
賦
（
賦
銭
）
」
と
に
、
「
更
賦
」
を
「
更
（
更
銭
）
」
と
「
賦
」

と
に
、
「
軍
賦
」
を
「
軍
（
軍
役
）
」
と
「
賦
」
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ

二
つ
に
分
け
て
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
山
田
勝
芳
氏
が
、
大
著
『
奉
漢
財
政
収
入
の
研
究
』

を
公
刊
し
、
私
の
説
に
反
対
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
氏
の
見
解

に
対
し
て
反
批
判
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
行

論
の
都
合
上
、
前
稿
と
重
な
る
こ
と
が
多
々
あ
る
こ
と
を
予
め

断
っ
て
お
き
た
い
。

二
　
算
賦
を
算
と
賦
と
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て

山
田
氏
は
私
の
説
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

「
算
賦
」
を
「
算
」
と
「
賦
」
と
に
分
け
る
べ
き
だ
と
す
る

議
論
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
算
を
単
位
と
す
る
賦
と
い

う
意
味
で
の
「
算
賦
」
と
い
う
税
目
が
確
か
に
存
在
し
、

『
漢
書
』
高
帝
紀
は
そ
れ
を
指
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
以
上
、
無
理
に
「
算
」
と
「
賦
」
を
分
け
る
必

要
は
な
い
。
こ
れ
が
「
賦
」
「
賦
斂
」
の
柱
で
あ
る
た
め
に
、

「
賦
」
と
だ
け
あ
る
い
は
「
算
」
と
だ
け
称
さ
れ
る
こ
と
も
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多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
節
引
用
の
『
漢
書
』
成
帝
紀
の

「
減
天
下
賦
銭
、
算
四
十
」
と
い
う
一
文
が
何
よ
り
も
雄
弁

に
算
を
単
位
に
し
て
賦
銭
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
既
に
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

同
巻
七
二
、
貢
萬
伝
の
「
賦
算
」
は
「
算
賦
」
と
同
じ
な
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
を
読
む
と
、
氏
は
拙
論
を
読
ん
で
い
な
い
か
、
あ
る
い
は

読
ん
で
い
て
も
全
く
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
賦
は
算
を

単
位
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
こ
と
は
私
も
否
定
し
て
い
な
い
。
そ
う

だ
か
ら
と
い
っ
て
「
算
賦
」
と
い
う
一
税
目
が
確
か
に
存
在
し
た

な
ど
と
い
う
の
は
皮
相
な
理
解
で
あ
る
。

　
氏
は
、
貢
萬
伝
の
「
賦
」
を
「
算
賦
」
と
解
し
て
よ
い
、
と
主

張
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
田
租
を
租
田
と
称
す
る
こ
と
が

あ
る
故
に
算
賦
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の

で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
（
1
5
1
）
「
田
租
」
を
「
租
田
」
と
よ
ぶ

こ
と
が
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
貢
萬
伝
の
「
賦
算
」
を
「
算

賦
」
と
解
す
る
の
は
乱
暴
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
貢
萬
は
「
古
民
亡
賦
算
口
銭
（
い
に
し
え
に
は
民
に

賦
・
算
・
口
銭
と
い
う
人
頭
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
）
」
と
説
き

起
し
、
せ
め
て
算
賦
の
徴
収
開
始
年
令
を
引
き
上
げ
る
よ
う
に
と

上
書
し
た
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
揚
げ
た
如
淳
の
引
く
漢
旧
儀
の

一
文
に
よ
っ
て
、
賦
銭
は
十
五
歳
か
ら
徴
収
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

は
漢
代
（
前
後
漢
）
を
通
じ
て
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と

は
、
『
論
衡
』
謝
短
篇
に

年
二
十
三
儒
（
傅
）
、
十
五
賦
、
七
歳
頭
銭
二
十
三
、
何
縁
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
（
2
8
0
）

　
し
か
る
に
山
田
氏
は
、
貢
萬
の
「
年
二
十
乃
算
」
を
、
（
二
五

歳
以
上
の
成
人
に
関
し
て
は
、
一
五
歳
か
ら
算
賦
を
課
す
る
の
で
は
な

く
）
年
齢
二
〇
歳
に
な
っ
て
か
ら
算
賦
を
か
け
る
べ
き
で
す
」
と

解
し
て
い
る
か
ら
（
4
1
0
）
、
氏
に
従
え
ば
、
十
五
歳
か
ら
徴
収
さ

れ
る
算
賦
と
二
十
歳
（
の
ち
に
は
二
十
三
歳
に
引
き
あ
げ
ら
れ
る
）
か

ら
徴
収
さ
れ
る
算
賦
の
二
種
類
の
算
賦
が
存
在
し
た
と
い
う
矛
盾

し
た
解
釈
と
な
る
。
氏
は
こ
の
矛
盾
を
ど
う
説
明
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
前
記
拙
稿
で
引
い
た
後
漢
書
の
次
の
二

箇
条
の
文
を
氏
は
い
か
に
理
解
さ
れ
る
の
か
高
説
を
承
り
た
い
も

の
で
あ
る
。
自
己
の
無
理
な
解
釈
に
都
合
の
悪
い
史
料
に
は
類
被

り
し
て
過
ぎ
よ
う
と
す
る
の
は
学
者
ら
し
が
ら
ぬ
態
度
で
あ
ろ
う
。
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巻
五
安
帝
紀
元
初
元
年
冬
十
月

詔
。
除
三
輔
三
歳
田
租
更
賦
口
算
。

巻
七
桓
帝
紀
永
寿
元
年
六
月

詔
。
太
山
頂
邪
遇
賊
者
。
勿
収
租
賦
。
復
更
算
。

　
右
の
後
漢
書
の
両
文
は
、
算
賦
が
一
つ
の
税
目
で
あ
る
と
す
る

無
理
な
固
定
観
念
で
は
絶
対
解
釈
で
き
な
い
史
料
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
安
帝
紀
の
「
更
賦
口
算
」
は
、
「
更
銭
」
・
「
賦
銭
」
・

「
口
銭
」
・
「
算
銭
」
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
桓
帝
紀
の
「
賦
、
更

算
」
も
「
賦
銭
」
、
「
更
銭
」
・
「
算
銭
」
な
の
で
あ
る
。

　
話
は
少
し
く
そ
れ
る
が
、

漢
書
巻
二
恵
帝
紀
四
年
春
正
月
の
条
に

　
挙
民
孝
弟
力
田
者
。
復
其
身
。

と
あ
り
。
右
の
「
孝
弟
（
悌
）
力
田
」
を
「
孝
弟
・
力
田
」
の
二

者
と
解
し
て
誰
も
疑
わ
ず
に
過
ぎ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
九

三
年
に
発
見
さ
れ
た
江
蘇
尹
湾
漢
墓
出
土
簡
の
う
ち
、
一
号
順
の

「
集
簿
」
に

　
　
県
三
老
州
八
人
。
郷
三
老
百
七
十
人
。
孝
弟
（
悌
）
力
田
各

百
廿
人
。
凡
五
百
六
十
八
人
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
孝
弟
（
悌
）
・
力
田
」
で
は
な
く
し

て
、
「
孝
・
弟
（
悌
）
・
力
田
」
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
か
ら
見
て

も
明
ら
か
で
あ
る
。
人
間
、
い
っ
た
ん
こ
う
だ
と
思
い
込
み
、
そ

れ
が
固
定
観
念
と
な
る
と
そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ

る
。
学
問
の
発
表
を
阻
害
す
る
固
定
観
念
を
脱
却
し
、
も
と
も
と

別
の
も
の
で
あ
る
算
と
賦
を
、
た
ま
た
ま
、
高
帝
紀
に
た
だ
一
度

出
て
き
た
た
め
に
、
こ
れ
に
混
惑
さ
せ
ら
れ
て
、
有
り
も
し
な

か
っ
た
算
賦
な
ど
と
い
う
税
目
を
確
実
に
存
在
し
た
と
主
張
す
る

の
は
自
他
を
欺
く
も
の
で
あ
る
。

三
　
漢
代
の
人
頭
税
か
人
民
に
と
っ
て
苛
酷
な

　
　
　
　
　
　
　
　
負
担
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

　
そ
も
そ
も
漢
代
の
人
頭
税
が
、
他
の
種
類
の
租
税
に
も
ま
し
て

人
民
を
格
別
に
苦
し
め
た
の
は
、
そ
れ
が
銭
納
と
い
う
形
を
と
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
つ
と
に
着
目
し
て
、
漢
代
の

人
頭
税
の
負
担
が
い
か
に
人
民
を
苦
し
め
た
か
と
い
う
こ
と
を
論

じ
た
の
が
、
永
田
英
正
氏
「
漢
代
人
頭
税
の
崩
壊
過
程
－
特
に
算

賦
を
中
心
と
し
て
Ｉ
」
で
あ
る
。
い
ま
読
み
返
し
て
み
て
も
間
然

す
る
所
の
な
い
委
曲
を
尽
し
た
卓
説
で
あ
る
。
い
ま
氏
の
高
論
を

一
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適
宜
引
用
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
い
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

　
永
田
氏
は
、
一
触
の
値
を
十
銭
と
仮
定
し
、
一
算
の
金
額
は
解

に
換
算
し
て
十
二
斜
、
当
時
成
人
男
子
ひ
と
り
一
か
月
の
食
糧
は

約
三
階
で
あ
る
か
ら
、
一
算
は
お
よ
そ
四
月
分
の
食
糧
に
相
当
す

る
。
そ
れ
自
体
が
重
い
負
担
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が

銭
納
制
で
あ
る
以
上
、
穀
物
を
売
っ
て
金
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「
買
い
手
は
当
然
、
値
切
れ
る
だ
け
値
切
り
、
そ
の
結
果
、

実
際
に
農
民
の
受
け
取
る
金
は
当
時
（
豊
作
時
）
の
下
落
し
た
穀

価
を
更
に
大
き
く
下
回
っ
た
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
漢
書
巻
七
昭
帝
紀
・
元
鳳
六
年
夏
（
前
七
五
）
の
詔
に

　
夫
穀
賤
傷
農
。
今
三
輔
太
常
穀
減
賤
。
其
令
以
叔
粟
当
今
年

　
賦
。
（
師
古
曰
。
耀
多
而
銭
少
。
是
為
傷
也
。
）

と
あ
り
、
穀
価
の
下
落
に
よ
り
農
民
の
貨
幣
収
入
が
少
い
た
め
、

当
年
の
賦
よ
頭
税
も
含
む
銭
納
税
一
般
－
に
限
り
特
別
に
叔
粟

を
以
て
賦
銭
に
代
納
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
。
」
ま
た
、
漢

書
巻
八
宣
帝
紀
・
甘
露
二
年
正
月
（
前
五
二
）
の
詔
に

其
赦
天
下
。
減
民
算
三
十
。
（
師
古
日
。
一
算
減
銭
三
十
也
。
）

と
あ
り
、
「
算
賦
一
算
に
つ
き
三
十
銭
の
減
税
が
行
わ
れ
て
い
る

の
も
、
恐
ら
く
以
上
の
よ
う
な
事
情
に
対
す
る
一
種
の
対
策
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
」
と
永
田
氏
は
解
説
し
て
い
る
。
さ
ら
に

氏
は
、
漢
代
、
貨
幣
で
納
め
る
税
制
を
総
称
し
て
賦
斂
と
い
う
言

葉
で
呼
ば
れ
て
い
た
、
と
述
べ
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
お

ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
支
払
に
応
ず
る
た
め
に
、
貧
し
い
者
は
日
用

生
活
の
必
需
品
で
あ
る
衣
服
、
履
物
、
鍋
釜
類
は
勿
論
の
こ

と
、
文
帝
の
時
の
晃
錯
の
上
言
（
漢
書
巻
二
十
四
上
食
貨
志
）

に
、
急
政
暴
虐
。
賦
斂
不
時
。
朝
令
暮
当
具
。
有
者
半
貿
而

売
。
亡
者
取
倍
称
之
息
。
於
是
有
売
田
宅
。
霖
子
孫
。
以
償

責
者
矣
。

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
最
後
の
財
産
で
あ
る
土
地
更
に
は

子
供
ま
で
売
っ
た
り
、
入
質
し
た
り
し
て
金
に
か
え
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
極
端
な
例
で
は
、
こ
れ
を
逃
れ
る
た
め
に
子
供

を
殺
す
と
い
っ
た
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
し
て

も
結
局
、
凶
作
、
豊
作
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
頭
税
も

含
め
た
漢
代
の
銭
納
税
は
、
農
民
に
と
っ
て
実
に
大
き
な
負

担
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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以
上
、
永
田
氏
の
所
説
を
長
々
と
引
い
て
、
漢
代
の
農
民
が
い

か
に
銭
納
の
人
頭
税
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を

述
べ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
現
実
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
る

な
ら
ば
、
女
性
に
銭
納
税
で
あ
る
人
頭
税
が
課
さ
れ
て
い
た
な
ど

と
い
う
非
常
識
な
考
え
は
ど
こ
を
叩
い
て
も
出
て
こ
な
い
は
ず
で

あ
る
。
し
か
も
、
女
性
課
徴
説
を
主
張
す
る
学
者
の
論
拠
と
な
る

史
料
（
後
述
す
る
）
に
よ
れ
ば
、
寡
婦
と
な
っ
た
老
妻
に
も
、
ま

た
、
妊
娠
中
の
女
性
に
も
一
算
百
二
十
銭
の
算
賦
が
課
さ
れ
た
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
額
の
納
税
を
期
待

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

四
　
算
も
賦
も
女
性
に
課
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

　
さ
て
、
私
か
前
稿
で
算
賦
が
女
性
に
課
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を

示
す
も
の
と
し
て
挙
げ
た
史
料
が
四
種
類
あ
る
。
い
ま
一
度
こ
れ

ら
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
二
）
　
漢
書
巻
二
恵
帝
紀
六
年
冬
十
月
。

　
　
　
　
女
子
十
五
以
上
三
十
不
嫁
。
五
算
。

　
こ
の
文
を
加
藤
氏
は
、
「
算
賦
が
男
女
倶
に
割
当
て
ら
れ
た
こ

と
」
の
論
拠
と
さ
れ
た
（
1
5
8
）
。
前
稿
で
私
は
、
「
こ
の
令
は
、
一

家
の
中
に
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
未
婚
の
女
性
が
お
れ
ば
、

そ
の
家
の
算
銭
負
担
者
（
成
人
男
子
）
に
五
倍
の
算
銭
を
割
り
つ

け
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
山
田
氏
は
、
後
述
す
る
（
四
）
の
史
料
を
曲
解
し

た
上
に
立
っ
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
成
年
女
子
も
ま
た
算
の
単
位
で
数
え
ら
れ
て
役

と
算
賦
を
負
担
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
『
漢
書
』
巻
二
、
恵

帝
紀
の

　
　
女
子
年
十
五
以
上
至
三
十
不
嫁
、
五
算
。

（
女
子
で
年
齢
一
五
歳
以
上
で
三
〇
歳
ま
で
の
者
が
嫁
が
な
い
で
家

に
居
る
場
合
は
、
罰
と
し
て
そ
の
者
に
つ
い
て
五
倍
の
五
算
の
算

賦
を
徴
収
す
る
こ
と
と
す
る
。
）

と
あ
る
記
事
は
、
女
子
算
賦
課
徴
を
明
言
す
る
も
の
に
他
な

ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
通
常
一
算
分
の
負
担
を
五
倍
に
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
氏
の
女
子
課
役
説
が
誤
解
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
私
か
指
摘

し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
。
右
の
恵
帝
紀
の
令
が

女
子
算
賦
課
徴
の
明
証
と
い
ま
だ
に
主
張
す
る
こ
と
は
、
全
く
デ
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ン
ケ
ン
す
る
こ
と
を
欠
く
所
論
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
の
機
会
に
引
い
て
お
く
が
、
後
漢
書
列
伝
巻
七
六
、
南
蛮
西

南
夷
伝
、
板
楯
蛮
夷
の
条
に

（
秦
）
昭
王
嘉
之
。
而
以
其
夷
人
。
不
欲
加
封
。
乃
刻
石
盟

要
。
復
夷
人
。
頃
田
不
租
。
十
妻
不
算
。
（
李
賢
注
。
優
寵
之
。

故
一
戸
免
其
一
頃
田
之
税
。
雖
有
十
妻
。
不
輸
口
算
之
銭
。
）

と
あ
る
。
秦
代
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
夷
人
に
対
す
る
優
遇
措
置

と
し
て
算
銭
を
免
除
す
る
こ
と
を
石
に
刻
ん
で
約
束
し
た
と
い
う

記
事
で
あ
る
。
こ
の
「
十
妻
不
算
」
は
、
「
十
妻
あ
れ
ど
も
算
せ

ず
」
で
あ
り
、
十
妻
を
有
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
男
性
た
る
夷
人
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
算
を
課
さ
れ
る
対
象
が
女
性
で
は
な
く
し
て

男
性
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

（
二
）
　
漢
書
巻
四
九
晃
錯
伝

　
　
　
　
　
今
秦
之
発
兵
也
。
有
万
死
之
害
。
而
亡
鋒
両
之
報
。

　
　
　
　
0
0
0
0
　
　
0
0
0
0
0
0

　
　
　
　
死
事
之
後
。
不
得
一
算
之
復
。

　
右
の
「
死
事
之
後
。
不
得
一
算
之
復
」
は
、
「
戦
死
し
た
者
の

後
継
者
は
、
一
算
の
免
除
も
得
ら
れ
な
い
（
で
徴
収
さ
れ
る
）
」
と

い
う
秦
の
苛
酷
な
措
置
を
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
「
後
」
と
い
う

の
は
、
孟
子
離
婁
篇
に
「
不
孝
有
三
。
無
後
為
大
」
の
「
後
」
、

あ
る
い
は
、
漢
書
巻
五
景
帝
紀
七
年
夏
四
月
の
条
の
「
賜
民
為
父

後
者
、
爵
一
級
」
の
「
後
」
と
同
じ
く
す
べ
て
男
性
を
指
し
て
い

る
。
秦
漢
時
代
に
父
の
後
を
継
ぐ
者
は
男
性
と
き
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
史
料
の
引
用
に
つ
い
て
女
子
課
徴
論
者
か
ら
一
向
に
批
判
が

見
ら
れ
な
い
の
は
、
私
の
言
わ
ん
と
す
る
所
を
理
解
し
て
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

（
三
）
　
後
漢
書
巻
二
明
帝
紀
永
平
九
年
春
三
月

　
　
　
　
詔
。
郡
國
死
罪
囚
。
減
罪
与
妻
子
詣
五
原
朔
方
占
著
。

　
　
　
所
在
死
者
。
皆
賜
妻
父
若
男
同
産
一
人
復
。
終
身
。
其

　
　
　
妻
無
父
兄
独
有
母
者
。
賜
其
母
銭
六
万
。
又
復
其
口
算
。

　
私
か
挙
げ
た
四
種
類
の
史
料
の
中
で
も
っ
と
も
批
判
攻
撃
に
さ

ら
さ
れ
た
の
は
、
右
の
文
の
解
釈
で
あ
る
。
と
く
に
問
題
と
な
っ

た
の
は
、
末
尾
の
「
又
復
其
口
算
」
の
主
語
は
誰
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
右
の
詔
は
、
死
者
の
妻
の
身
内
に
対
す
る
恩
恵
に
つ
い
て
か
か

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
主
語
と
考
え
ら
れ
る
の
は
「
妻
の
父
・
若
男

同
産
一
人
」
（
「
妻
の
父
と
兄
」
）
、
か
あ
る
い
は
「
妻
の
母
」
の
両
者

一
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し
か
な
い
。
私
は
前
者
と
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
山
田
氏
、
重
近

啓
樹
氏
な
ど
は
後
者
す
な
わ
ち
「
妻
の
母
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
「
口
算
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
の
で
あ
る
が
、
山
田
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
1
8
3
）
。

　
問
題
は
「
口
算
」
で
あ
る
が
、
「
三
年
の
邁
租
・
過
更
。

口
算
・
和
楽
を
除
け
」
（
同
巻
五
、
安
帝
紀
、
永
初
四
年
、
一
一

〇
、
春
正
月
辛
卯
六
日
の
詔
）
な
ど
の
例
か
ら
推
せ
ば
算
賦
を

指
し
、
妻
の
母
の
算
賦
が
免
除
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し

か
し
免
役
と
免
算
賦
と
で
は
更
賦
が
三
〇
〇
銭
で
あ
る
こ
と

か
ら
考
え
て
も
免
役
の
方
が
は
る
か
に
優
遇
で
あ
り
、
こ
の

場
合
「
母
の
口
の
算
を
復
す
」
即
ち
免
役
の
規
定
で
は
な

か
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ

れ
は
女
子
算
賦
課
徴
あ
る
い
は
女
子
栃
役
義
務
を
示
す
史
料

と
な
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

　
山
田
氏
は
、
女
子
課
役
説
を
と
っ
て
譲
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

私
か
す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
鳳
凰
山
一
〇
号
漢
墓
竹
簡
の

算
が
役
を
表
す
と
い
う
氏
の
説
は
誤
解
で
あ
る
。
そ
の
上
、
重
近

氏
が
引
く

甘
粛
省
武
威
旱
灘
波
出
土
の
木
簡
に

　
民
占
数
以
男
為
女
、
肺
更
篠
、
論
為
可
冦

　
民
、
数
（
名
数
）
を
占
（
申
告
）
す
る
に
、
男
を
以
て
女

　
と
為
し
、
更
径
を
肺
（
避
）
く
れ
ば
、
論
じ
て
司
冦
と
為

　
す
。

と
あ
り
、
重
近
氏
も
、
「
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
（
成
年
）
女
子
に
更
栃

義
務
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る

（
1
5
9
）
。
山
田
氏
の
女
子
課
役
説
は
完
全
に
破
綻
し
た
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
氏
の
女
子
栃
役
義
務
説
は
ぐ
ら
ぐ
ら

と
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
女
子
算
賦
課
徴
説
は
動

か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
方
、
重
近
氏
は
、
女
子
力
役
不
課
の
立
場
を
と
り
、
右
の
明

帝
紀
の
記
載
に
つ
い
て
、
「
こ
の
よ
う
に
復
除
内
容
が
、
男
、
女

で
区
別
さ
れ
た
規
定
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
成
年
女
子
に
力
役

（
更
栃
）
義
務
が
な
く
、
人
別
賦
課
税
目
と
し
て
は
口
算
の
み
で

あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
」
と
言
い
、
更
に
次
の
よ

う
に
続
け
る
（
ｍ
）
。

一
方
、
楠
山
氏
は
こ
の
「
又
復
其
口
算
」
の
主
語
は
「
母
」

で
な
く
、
「
妻
父
若
男
同
産
一
人
」
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ

一
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れ
は
自
然
な
読
み
方
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
氏
は
一

般
に
女
子
に
対
す
る
復
除
は
、
実
際
に
は
そ
の
家
の
成
年
男

子
な
ど
の
税
役
が
免
除
さ
れ
る
意
に
解
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
明
帝
紀
の
詔
に
お
い
て
も
、
妻
方
の
家
に
成
年
男
子
が

お
ら
ず
、
独
り
母
の
み
が
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
母
の
口

算
が
免
除
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
女
子
本
人
が

ロ
算
（
算
賦
）
の
負
担
義
務
を
も
っ
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
を
読
む
と
、
氏
は
私
の
女
子
力
役
不
課
も
算
・
賦
不
課
も

ほ
ん
と
う
に
理
解
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
私
の
説
で
は

「
女
子
に
対
す
る
復
除
」
な
ど
は
あ
る
べ
き
は
ず
も
な
く
、
し
た

が
っ
て
、
「
そ
の
家
の
成
年
男
子
な
ど
の
税
役
が
免
除
さ
れ
る
意

に
解
」
す
る
こ
と
な
ど
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
肝
腎
の
「
口
算
」
に
つ
い
て
は
、
氏
は
「
算
賦
」
で
あ
る
と
確

言
し
て
い
る
。
山
田
氏
も
、
は
じ
め
は
「
口
の
算
」
と
解
し
た
が
、

こ
の
史
料
の
「
口
算
」
に
つ
い
て
は
「
口
の
算
」
と
解
釈
す
る
の

は
無
理
で
あ
る
と
考
え
、
「
算
賦
」
と
解
釈
す
る
に
至
っ
た
と
述

べ
て
い
る
（
昌
）
（
6
4
5
）
。

　
も
し
、
「
口
算
」
が
算
賦
な
る
も
の
を
表
す
な
ら
ば
、
す
な
お

に
「
算
賦
」
と
か
け
ば
よ
い
も
の
を
な
ぜ
他
の
表
現
を
用
い
る
の

か
、
そ
れ
こ
そ
不
自
然
で
は
な
い
か
。
私
の
考
え
に
も
っ
と
も
近

い
の
は
、
渡
辺
信
一
郎
氏
の
「
口
算
」
を
「
口
賦
」
と
「
算
賦
」

で
あ
る
と
解
す
る
説
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
口
賦
」
を
一
税
目
と

解
し
た
の
は
加
藤
氏
で
あ
る
。

漢
書
巻
七
昭
帝
紀
元
鳳
四
年
春
正
月
の
条
に

　
母
収
四
年
五
年
口
賦
。

と
あ
り
、
顔
注
に

如
淳
曰
。
漢
儀
注
。
民
年
七
歳
至
十
四
。
出
口
賦
銭
。
人
二

十
三
。
二
十
銭
以
食
天
子
。
其
三
銭
者
。
武
帝
加
口
銭
。
以

補
車
騎
馬
。

と
あ
る
。

　
加
藤
氏
に
は
「
賦
銭
」
と
い
う
概
念
は
念
頭
に
な
か
っ
た
ら
し

い
。
そ
れ
は
氏
の
句
読
の
切
り
方
で
推
測
で
き
る
。
前
出
高
帝
紀

の
注
、
如
淳
の
引
く
漢
儀
注
の
文
を
次
の
よ
う
に
切
っ
て
い
る

（
1
5
8
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
O
　
　
0
0
0
0
0
0
0
0

民
年
十
五
以
上
至
五
十
六
出
賦
。
銭
人
百
二
十
為
一
算
。
為

一
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治
庫
兵
車
馬
。

　
お
そ
ら
く
氏
は
傍
点
の
部
分
を
「
賦
を
出
ス
、
銭
タ
ル
人
ゴ
ト

二
二
百
二
十
、
一
算
ト
為
ス
」
と
読
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
様

に
「
口
銭
」
に
つ
い
て
も
右
の
漢
儀
注
の
文
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
O
O
　
　
0
0
0
0
0

民
年
七
歳
至
十
四
。
出
口
賦
。
銭
人
二
十
三
。
二
十
銭
以
食

天
子
。
其
三
銭
者
。
武
帝
加
口
銭
。
以
補
車
騎
馬
。

と
切
り
、
傍
点
の
部
分
を
「
口
賦
ヲ
出
ス
、
銭
タ
ル
人
ゴ
ト
ニ
ニ

十
三
」
と
読
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
（
6
0
）
。
そ
の
結
果
と
し
て

「
口
賦
銭
」
を
「
口
賦
」
と
「
口
銭
」
と
解
さ
れ
た
。
そ
の
影
響

が
今
に
及
ん
で
い
て
、
「
口
賦
」
と
い
う
一
税
目
が
実
在
し
た
と

考
え
て
い
る
学
者
が
多
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

　
「
□
賦
銭
」
は
、
私
が
く
り
か
え
し
説
い
て
き
た
よ
う
に
「
口

銭
」
と
「
賦
銭
」
な
の
で
あ
る
。
七
歳
か
ら
十
四
歳
に
至
る
若
年

者
が
対
象
と
な
る
人
頭
税
で
あ
る
「
口
銭
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、

寡
婦
と
な
っ
た
老
妻
が
課
徴
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
、
こ
こ
で
私
は
今
ま
で
誰
も
言
わ
な
か
っ
た
新
説
を

提
起
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
「
口
銭
」
な
る
人
頭
税
は
、
女

性
年
少
者
（
少
女
）
を
対
象
か
ら
除
き
、
男
性
年
少
者
（
少
年
）

の
み
を
対
象
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
つ

の
理
由
か
ら
し
て
、
明
帝
紀
の
「
口
算
」
は
、
諸
家
の
主
張
す
る

よ
う
な
「
妻
の
母
」
で
は
な
く
、
「
妻
の
父
・
若
男
同
産
一
人
」

で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
な
い
。

（
四
）
　
後
漢
書
巻
三
章
帝
紀
元
和
二
年
春
正
月

　
　
　
詔
日
。
令
云
。
人
有
産
子
者
。
復
。
勿
算
。
三
歳
。
今

　
　
　
諸
懐
使
者
賜
胎
養
穀
。
人
三
階
。
復
其
夫
。
勿
算
。
一

　
　
　
歳
。
著
以
為
令
。

　
右
の
章
帝
紀
の
文
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
人
有
産
子
者
」
が

男
性
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
女
性
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

私
は
こ
の
「
人
の
子
を
産
む
こ
と
有
る
者
」
を
男
性
と
解
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
山
田
、
重
近
の
両
氏
は
女
性
と
解
し
て
い
る
。

　
ま
ず
重
近
氏
の
所
論
を
聴
こ
う
（
ｍ
）
。

　
　
詔
文
中
に
引
く
令
文
の
「
産
子
者
」
と
は
婦
人
を
指
す
も
の

　
　
で
あ
り
、
旧
令
で
は
出
産
し
た
婦
人
に
対
し
、
三
年
間
の
算

　
　
賦
免
除
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
今
後
は
懐
妊
中
の
婦
人
に

　
　
胎
養
穀
を
支
給
す
る
と
共
に
、
出
産
後
は
あ
ら
た
に
夫
に
対

　
　
し
て
も
、
一
年
間
の
算
賦
免
除
を
規
定
し
、
こ
れ
を
新
令
と

　
　
し
た
も
の
、
と
解
し
て
不
都
合
は
な
い
。
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と
こ
ろ
が
、
氏
の
高
説
に
不
都
合
な
と
こ
ろ
は
少
な
く
と
も
二

点
あ
る
。
ま
ず
、
新
令
の
夫
に
対
す
る
優
過
措
置
の
期
間
を
「
出

産
後
」
の
一
年
間
と
す
る
の
は
、
旧
令
の
三
年
間
と
重
複
す
る
こ

と
に
な
り
不
可
で
あ
る
。
こ
れ
は
妻
の
妊
娠
期
間
中
の
一
年
間
と

解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
不
都
合
な
と
こ
ろ
は
、
氏

自
身
女
子
不
課
役
の
立
場
を
と
り
（
そ
の
こ
と
自
体
は
正
し
い
理
解

な
の
で
あ
る
が
）
、
そ
の
た
め
に
「
儒
役
（
力
役
）
の
復
除
例
」
と

し
て
、民

産
子
、
復
勿
事
二
歳
。
（
『
漢
書
』
巻
一
下
、
高
帝
紀
、
七
年

条
）

を
挙
げ
て
い
る
点
て
あ
る
（
2
5
9
）
。
こ
の
「
民
産
子
」
は
、
力
役

に
従
事
す
る
者
が
男
性
で
あ
る
以
上
、
断
じ
て
男
性
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
「
民
産
子
」
は
章
帝
紀
の
「
人
有
産
子
者
」
と

ど
う
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
双
方
と
も
同
一
の
者
を

指
し
、
子
ど
も
を
も
う
け
た
男
性
を
意
味
し
て
い
る
。

　
山
田
氏
は
終
始
女
性
課
役
説
の
立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
、

高
帝
紀
の
右
の
条
を
「
民
の
子
を
産
む
者
に
つ
い
て
は
、
復
除
し

て
栃
役
免
除
と
す
る
こ
と
二
年
」
と
訳
し
、
次
の
よ
う
に
解
説
す

る
（
1
7
8
）
。

高
祖
七
年
段
階
で
子
を
産
ん
だ
女
子
の
砺
役
を
二
年
間
免
除

す
る
こ
と
に
し
、
そ
れ
は
令
に
編
纂
さ
れ
た
。
こ
の
免
役
二

年
間
は
、
子
供
が
生
ま
れ
て
か
ら
二
年
間
で
は
な
く
、
妊
娠

の
確
認
を
行
っ
て
以
後
二
年
間
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、

こ
の
免
役
二
年
と
い
う
規
定
は
後
漢
初
年
に
至
る
ま
で
の
間

に
三
年
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
や
は
り
「
著
為
令
」
と
い
う
文

言
を
有
す
る
詔
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
、
そ
し
て
令
に
編
纂
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
章
帝
は
こ
の
令
に
さ
ら
に
加
え
て
、
妊
娠

が
確
認
さ
れ
た
者
に
は
女
子
一
人
分
に
若
干
プ
ラ
ス
し
た
量

で
あ
る
毎
月
三
石
の
穀
物
を
支
給
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
夫
の

そ
の
時
点
以
後
の
一
年
間
の
径
役
を
免
除
し
、
妊
娠
期
間
か

ら
出
産
・
乳
児
養
育
期
間
の
妻
が
動
け
な
い
時
期
に
家
か
ら

労
働
力
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
を
防
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
こ
の
史
料
（
筆
者
注
、
章
帝
紀
の
詔
）
は
女
子
の
栃
役
義

務
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
な
る
。

　
氏
の
解
説
の
中
で
「
こ
の
免
役
二
年
間
は
、
子
供
が
生
ま
れ
て

か
ら
二
年
間
で
は
な
く
、
妊
娠
の
確
認
を
行
っ
て
以
後
二
年
間
の

意
味
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
の
は
誤
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
、

配
偶
者
（
妻
）
が
子
供
を
出
産
し
て
か
ら
の
二
年
間
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
章
帝
紀
の
「
今
諸
懐
晏
者
」
に
対

一
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す
る
優
遇
措
置
の
意
味
が
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て

し
ま
う
。

　
氏
の
よ
う
な
女
子
課
役
、
算
賦
負
担
の
主
張
が
現
実
に
あ
っ
た

な
ら
ば
、
章
帝
紀
の
詔
以
前
は
、
妻
は
妊
娠
期
間
中
も
篠
役
に
従

事
し
、
夫
は
妻
の
出
産
に
か
か
わ
り
な
く
（
つ
ま
り
妊
娠
中
も
出
産

後
も
）
、
家
の
仕
事
を
放
り
出
し
て
力
役
に
従
事
し
た
こ
と
と
な

る
。
し
か
も
前
述
し
た
よ
う
に
人
頭
税
は
銭
納
で
あ
り
、
重
い
負

担
と
な
っ
て
い
る
。
な
ん
と
苛
酷
な
生
活
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。
想
像
だ
に
で
き
な
い
非
現
実
的
な
生
活
で
あ
る
。

　
す
で
に
前
稿
で
紹
介
済
み
で
あ
る
が
、
似
た
よ
う
な
史
料
に
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

後
漢
書
列
伝
巻
一
六
任
延
伝

　
駱
越
之
民
。
（
中
略
）
其
産
子
者
。
始
知
種
姓
。
咸
曰
。

　
使
我
有
是
子
者
。
任
君
也
。
多
名
子
為
任
。

　
駱
越
の
人
民
で
子
供
を
も
う
け
た
者
は
、
始
め
て
姓
な
る
も
の

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
み
な
口
を
揃
え
て
言
う
よ
う
、
私
か
こ

の
子
を
も
う
け
て
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
任
延
様
の
善
政
の

お
か
げ
だ
、
と
。
そ
の
た
め
子
供
の
姓
を
任
と
名
づ
け
る
者
が
多

か
っ
た
。

　
右
の
文
の
「
其
産
子
者
」
は
男
性
で
あ
る
。
女
性
で
あ
っ
て

「
使
我
有
是
子
者
、
任
君
也
」
と
み
な
口
を
揃
え
て
言
う
の
で
は
、

夫
の
面
目
が
立
だ
な
い
し
、
任
延
も
単
な
る
好
色
漢
と
堕
し
て
し

　
ま
た
、
水
経
注
巻
三
八
湘
水
所
引
零
陵
先
賢
伝
。

鄭
産
為
白
土
嗇
夫
。
漢
末
多
事
。
國
用
不
足
。
産
子
一
歳
。

提
出
口
銭
。
民
多
不
挙
子
。
産
乃
勅
民
勿
得
殺
子
。
口
銭
当

自
代
出
。
産
言
其
郡
県
。
為
表
上
言
。
銭
得
除
。
更
名
白
土

為
更
生
郷
也
。

　
鄭
産
が
白
土
郷
の
嗇
夫
と
な
っ
た
。
漢
末
の
こ
と
と
て
出
費
が

多
く
予
算
が
不
足
し
た
の
で
、
（
本
来
七
歳
か
ら
徴
収
し
た
）
□
銭

を
子
供
を
つ
く
っ
て
一
年
し
て
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
に
し
た
。
人

民
は
子
供
を
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
（
つ
ま
り
間
引
い
た
の
で
あ
る
）
。

鄭
産
は
彼
ら
を
戒
め
て
子
供
を
殺
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
口
銭
は

自
分
が
代
納
し
、
郡
県
の
上
長
に
上
言
し
た
の
で
、
口
銭
の
厳
し

い
取
り
立
て
が
止
め
ら
れ
た
。
（
人
民
は
感
謝
し
て
）
、
白
土
郷
を

改
め
て
、
更
生
郷
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

右
の
「
産
子
一
歳
」
の
「
産
子
」
（
子
を
産
ん
だ
）
と
い
う
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「
民
」
は
こ
の
場
合
は
男
性
で
あ
る
。
ま
た
、
山
田
氏
の
説
く
よ

う
に
妊
娠
中
を
含
め
る
こ
と
が
不
可
能
な
こ
と
は
こ
の
例
で
も
明

示
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
挙
げ
た
二
）
乃
至
（
四
）
の
四
種
類
の
史
料
に
基
い
て
、

女
性
に
算
・
賦
が
課
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
証
し
た
。

　
い
っ
た
い
女
性
が
「
算
賦
」
（
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
よ
う
と

も
）
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
発
想
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
私
は
次
の
よ
う
な
諸
点
を
勘
案
し
て
、
女
子
不
課

説
を
首
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
二
）
　
そ
の
由
来
。
歴
史
を
考
え
る
以
上
、
も
の
ご
と
の
由
り

て
来
た
る
所
以
を
探
求
す
る
こ
と
は
必
須
で
あ
る
こ
と
言
を
ま
た

な
い
。
私
は
算
銭
を
兵
役
免
除
、
賦
銭
を
兵
役
そ
の
も
の
か
ら
由

来
す
る
人
頭
税
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
男
性
の
み
を
課
徴
の
対
象

と
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
当
代
の
史
料
。
本
稿
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
こ
と
に
紙
数
を

費
し
た
が
、
史
料
に
拠
っ
て
立
論
し
う
る
こ
と
で
あ
り
、
女
性
課

徴
を
示
す
よ
う
な
史
料
は
、
私
の
見
る
限
り
、
皆
無
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
歴
史
的
状
況
か
ら
の
判
断
。

　
そ
の
時
代
の
人
民
、
と
く
に
こ
の
場
合
は
女
性
が
ど
の
よ
う
に

生
活
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
忘
却
し
た
、
あ
る
い
は
無
視

し
た
論
説
は
、
い
か
に
多
弁
、
強
弁
を
弄
し
て
も
空
虚
で
む
し
ろ

歴
史
の
実
像
を
追
求
し
て
ゆ
く
上
に
有
害
で
あ
る
。

　
女
子
課
徴
説
を
と
る
学
者
の
説
は
右
の
三
点
に
つ
い
て
説
明
さ

れ
て
い
な
い
。
女
子
課
役
説
を
と
る
山
田
氏
は
、
「
秦
漢
時
代
の

女
子
の
貧
役
義
務
は
必
ず
し
も
苛
政
の
結
果
で
は
な
い
。
む
し
ろ

耕
戦
体
制
に
お
け
る
農
民
の
地
位
の
高
さ
と
、
そ
の
中
に
あ
っ
て

男
子
が
出
征
し
た
後
、
家
を
守
り
、
さ
ら
に
は
篠
役
に
も
従
う
女

子
の
強
さ
と
地
位
の
高
さ
に
こ
そ
注
目
し
た
い
」
と
言
わ
れ
る
が

（
1
8
0
）
、
私
に
は
理
解
で
き
な
い
発
言
で
あ
る
。

五
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
「
は
じ
め
に
」
で
挙
げ
た
高
帝
紀
に
「
算
賦
」
と
あ
る
の
を
、

私
は
先
に
「
た
ま
た
ま
算
賦
と
し
て
た
だ
一
度
出
て
き
た
」
よ
う

に
述
べ
た
が
、
「
算
賦
」
と
併
称
さ
れ
た
の
は
や
は
り
何
ら
か
の

理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
漢
楚
の
闘
争
の
戦
火

ま
だ
生
々
し
い
頃
で
あ
り
、
男
子
は
十
五
歳
と
も
な
れ
ば
兵
士
と

し
て
戦
場
に
駆
り
出
さ
れ
た
ゆ
え
に
、
算
銭
も
賦
銭
と
と
も
に
十

五
歳
か
ら
徴
収
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
で
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「
算
賦
」
と
併
称
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
す
る
。

　
以
上
、
算
と
賦
に
関
す
る
私
見
を
開
陳
し
て
き
た
。
山
田
勝
芳

氏
に
は
か
な
り
厳
し
い
態
度
を
と
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
が
、
学

問
上
の
見
解
を
持
し
た
ま
で
で
個
人
的
に
ふ
く
む
所
な
ど
は
も
ち

ろ
ん
皆
無
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
私
見
を
開
陳
す
る
機
縁
を
与
え
て

下
さ
っ
た
こ
と
を
、
山
田
氏
な
ら
び
に
重
近
氏
に
感
謝
し
て
筆
を

欄
く
。

　
　
二
〇
〇
〇
年
六
月
六
日
　
稿
了

　
註

　
（
Ｉ
）
　
加
藤
繁
「
算
賦
に
就
い
て
の
小
研
究
」
（
『
史
林
』
四
－
四
、
一

　
　
　
　
九
一
九
。
）
同
氏
『
支
那
経
済
史
考
証
上
』
所
収
。
以
下
、
加

　
　
　
　
藤
、
山
田
、
重
近
三
氏
の
著
書
に
つ
い
て
は
（
　
）
内
に
ア
ラ

　
　
　
　
ビ
ア
数
字
で
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

　
（
２
）
　
楠
山
修
作
「
漢
代
の
算
銭
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
学
』
六
四
、
一

　
　
　
　
九
八
二
）
。
拙
著
『
中
國
古
代
國
家
論
集
』
所
収
。

　
（
３
）
　
楠
山
修
作
「
更
賦
と
軍
賦
」
、
「
漢
代
の
賦
の
意
味
に
つ
い
て
Ｉ

　
　
　
　
平
中
説
批
判
」
な
ど
（
い
ず
れ
も
拙
著
『
中
國
古
代
史
論
集
』

　
　
　
　
所
収
）
。

　
（
４
）
　
山
田
勝
芳
『
秦
漢
財
政
収
入
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
三

　
（
５
）
　
永
田
英
正
「
江
蘇
尹
湾
満
墓
出
土
簡
に
つ
い
て
の
考
察
－
と
く

　
　
　
　
に
「
集
簿
」
を
中
心
と
し
て
Ｉ
」
（
京
都
女
子
大
学
『
史
窓
』

　
　
　
五
七
、
二
〇
〇
〇
）
。

（
６
）
　
永
田
英
正
「
漢
代
人
頭
税
の
崩
壊
過
程
－
特
に
算
賦
を
中
心
と

　
　
　
し
て
Ｉ
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
一
八
－
四
、
一
九
六
〇
）
。
な
お
、

　
　
　
李
亜
農
氏
は
『
中
國
的
封
建
領
主
制
和
地
主
制
』
（
上
海
人
民

　
　
　
出
版
社
、
一
九
六
一
）
、
八
六
ペ
ー
ジ
に
私
か
引
い
た
部
分
を

　
　
　
訳
出
し
て
引
用
し
て
い
る
。

（
７
）
　
永
田
氏
は
「
百
柄
本
に
は
「
朝
令
而
暮
改
当
具
」
と
あ
る
が
、

　
　
　
い
ま
加
藤
繁
訳
註
『
漢
書
食
貨
志
』
（
岩
波
書
店
）
　
に
従
っ
て

　
　
　
改
め
た
」
と
註
し
て
い
る
。

（
８
）
　
楠
山
修
作
「
漢
代
女
子
力
役
不
課
論
」
（
『
追
手
門
学
院
大
東
洋

　
　
　
文
化
学
科
年
報
』
十
一
）
。

（
９
）
　
重
近
啓
樹
『
秦
漢
税
役
体
系
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
。

　
　
　
二
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
1
0
）
　
（
８
）
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
Ｈ
）
　
な
お
、
細
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
山
田
氏
が
、
「
こ
の
史

　
　
　
料
を
最
初
に
取
り
上
げ
た
前
掲
拙
稿
「
漢
代
の
算
と
役
ヒ
と

　
　
　
記
し
て
い
る
の
は
食
言
で
あ
る
。
拙
稿
で
既
に
引
い
て
い
る
か

　
　
　
ら
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
渡
辺
信
一
郎
「
漢
代
更
卒
制
度
の
再
検
討
－
服
虔
・
浜
口
説
批

　
　
　
判
－
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
五
一
－
一
、
一
九
九
二
）
。

（
1
3
）
　
史
記
巻
七
項
羽
本
紀
に

　
　
　
　
外
黄
不
下
数
日
。
巳
降
。
項
王
怒
。
令
男
子
年
十
五
己
上
詣

　
　
　
　
城
東
。
欲
院
之
。

　
　
　
と
あ
り
、
十
五
歳
以
上
の
男
性
を
戦
士
と
し
て
使
え
る
も
の
と

　
　
　
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
３１

一
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